
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抜粋） 

（平成十八年六月二十一日） 

（法律第九十一号） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保すること

の重要性に鑑み、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並

びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築

物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整

備を推進するための措置、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図

るための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の

利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資すること

を目的とする。 

（令二法二八・一部改正） 

（基本理念） 

第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活

を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの

除去に資すること及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てら

れることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならない。 

（平三〇法三二・追加） 

（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制

限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減す

ることにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをい

う。 
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三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理

者等及び建築主等をいう。 

四 高齢者障害者等用施設等 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又

は設備であって、主としてこれらの者の利用のために設けられたものであることその

他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要とな

るものとして主務省令で定めるものをいう。 

五 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。 

イ 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者（旅客の運送を行

うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるもの

に限る。） 

ロ 軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに

限る。第二十六号ハにおいて同じ。） 

ハ 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による一般乗合旅客自動車運送事

業者（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。

以下この条において同じ。）、一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自

動車運送事業者 

ニ 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）によるバスターミナル事

業を営む者 

ホ 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による一般旅客定期航路事業、対

外旅客定期航路事業（特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並

びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外

の者が営むものを除く。次号ニにおいて同じ。）及び旅客不定期航路事業を営む者 

ヘ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運送事業者（旅客の

運送を行うものに限る。） 

ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、

又は管理するもの 

六 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合い

その他の用に供するものをいう。 
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イ 鉄道事業法による鉄道施設 

ロ 軌道法による軌道施設 

ハ 自動車ターミナル法によるバスターミナル 

ニ 海上運送法による輸送施設（船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業、対

外旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。） 

ホ 航空旅客ターミナル施設 

七 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見

込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。 

八 車両等 公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自

動車（一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する

自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供す

るもの、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の

運送を行うためこれらの事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動

のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他

主務省令で定めるものに限る。）、船舶及び航空機をいう。 

九 道路管理者 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第十八条第一項に規定する道

路管理者をいう。 

十 特定道路 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路を

いう。 

十一 路外駐車場管理者等 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第十二条に規定す

る路外駐車場管理者又は都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第二項の都市

計画区域外において特定路外駐車場を設置する者をいう。 

十二 旅客特定車両停留施設 道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設

であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをい

う。 

十三 特定路外駐車場 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場（道路法第二条第

二項第七号に規定する自動車駐車場、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第

二条第二項に規定する公園施設（以下「公園施設」という。）、建築物又は建築物特
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定施設であるものを除く。）であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百

平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するも

のをいう。 

十四 公園管理者等 都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者（以下「公園管理

者」という。）又は同項の規定による許可を受けて公園施設（特定公園施設に限る。）

を設け若しくは管理し、若しくは設け若しくは管理しようとする者をいう。 

十五 特定公園施設 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をい

う。 

十六 建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは

占有者をいう。 

十七 建築物 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建

築物をいう。 

十八 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事

務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はそ

の部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。 

十九 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なもの

として政令で定めるものをいう。 

二十 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐

車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。 

二十一 建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。 

二十二 所管行政庁 建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又

は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特

別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若し

くは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築

副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県

知事とする。 

二十三 移動等円滑化促進地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。 
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イ 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客

施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。）の所在地を含み、

かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路（生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。）

を構成する一般交通用施設（道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する

施設をいう。以下同じ。）について移動等円滑化を促進することが特に必要である

と認められる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図

る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 

二十四 重点整備地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。 

イ 前号イに掲げる要件 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化

のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施すること

が、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であ

ること。 

二十五 特定事業 公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園

特定事業、建築物特定事業、交通安全特定事業及び教育啓発特定事業をいう。 

二十六 公共交通特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 特定旅客施設内において実施するエレベーター、エスカレーターその他の移動等

円滑化のために必要な設備の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業に伴う特定旅客施設の構造の変更に関する事業 

ハ 特定車両（軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運

送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うために使用する車

両等をいう。以下同じ。）を床面の低いものとすることその他の特定車両に関する

移動等円滑化のために必要な事業 

二十七 道路特定事業 次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業（こ

れと併せて実施する必要がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事
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業を含む。）をいう。 

イ 歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の移動等円滑化のために

必要な施設又は工作物の設置に関する事業 

ロ 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移動等円滑化のために必要な道路の構

造の改良に関する事業 

二十八 路外駐車場特定事業 特定路外駐車場において実施する車椅子を使用している

者が円滑に利用することができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設

の整備に関する事業をいう。 

二十九 都市公園特定事業 都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整

備に関する事業をいう。 

三十 建築物特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 特別特定建築物（第十四条第三項の条例で定める特定建築物を含む。ロにおいて

同じ。）の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業 

ロ 特定建築物（特別特定建築物を除き、その全部又は一部が生活関連経路であるも

のに限る。）における生活関連経路の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設

の整備に関する事業 

三十一 交通安全特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 高齢者、障害者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号

機、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第九条の歩行者用道路であることを

表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標示その他の移動等円滑化

のために必要な信号機、道路標識又は道路標示（第三十六条第二項において「信号

機等」という。）の同法第四条第一項の規定による設置に関する事業 

ロ 違法駐車行為（道路交通法第五十一条の四第一項の違法駐車行為をいう。以下こ

の号において同じ。）に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての

広報活動及び啓発活動その他の移動等円滑化のために必要な生活関連経路を構成す

る道路における違法駐車行為の防止のための事業 

三十二 教育啓発特定事業 市町村又は施設設置管理者（第三十六条の二において「市

町村等」という。）が実施する次に掲げる事業をいう。 
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イ 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連

携して行う教育活動の実施に関する事業 

ロ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化

の実施に関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事

業（イに掲げる事業を除く。） 

（平三〇法三二・令二法三一・令二法四二・令二法二八・令五法二四・令五法五

八・一部改正） 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第三条 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の

促進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項 

三 第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方針の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義に関する事項 

ロ 移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関す

る基本的な事項 

ニ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化

の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する基本的な事項 

ホ イからニまでに掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化

の促進のために必要な事項 

四 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項 

ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本

的な事項 
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ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移

動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項 

ホ ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業（土地区画整理法（昭和二

十九年法律第百十九号）による土地区画整理事業をいう。以下同じ。）、市街地再

開発事業（都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）による市街地再開発事業

をいう。以下同じ。）その他の市街地開発事業（都市計画法第四条第七項に規定す

る市街地開発事業をいう。以下同じ。）に関し移動等円滑化のために考慮すべき基

本的な事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の

重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する基本的な事

項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項 

五 移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国

民の協力の確保に関する基本的な事項 

六 移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項 

七 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進

に関する事項 

３ 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

（平三〇法三二・令二法二八・一部改正） 

（国の責務） 

第四条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力

して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等

円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、

関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価その他これらの者の

意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深

めるとともに、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる
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支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適

正な配慮その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければな

らない。 

（平三〇法三二・令二法二八・一部改正） 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

（施設設置管理者等の責務） 

第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用

する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

（国民の責務） 

第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重

要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するた

めに必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上

で必要となる適正な配慮その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するた

めに必要な協力をするよう努めなければならない。 

（平三〇法三二・令二法二八・一部改正） 

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置 

（公共交通事業者等の基準適合義務等） 

第八条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務

省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、

当該旅客施設又は車両等（以下「新設旅客施設等」という。）を、移動等円滑化のため

に必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める基準（以下「公

共交通移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化

基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の

方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなけ
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ればならない。 

３ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等（新設旅客施設等を

除く。）について、公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずる

よう努めるとともに、当該旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し移動

等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければ

ならない。 

４ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用し

て移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援

を適切に行うよう努めなければならない。 

５ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用し

て移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。 

６ 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を

行うよう努めなければならない。 

７ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等の利用者に対し、高齢者、

障害者等が当該新設旅客施設等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するため

に必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければなら

ない。 

８ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の

公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項の措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

９ 公共交通事業者等又は道路管理者（旅客特定車両停留施設を管理する道路管理者に限

る。第十条第十項において同じ。）が他の公共交通事業者等に対し前項又は同条第九項

の措置に関する協議を求めたときは、当該他の公共交通事業者等は、当該措置により旅

客施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある

場合を除き、これに応じなければならない。 

（平三〇法三二・令二法二八・一部改正） 

（旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等） 

第九条 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定
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めるものによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令

に定める基準のほか、公共交通移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければ

ならない。この場合において、主務大臣は、当該新設旅客施設等が公共交通移動等円滑

化基準に適合しないと認めるときは、これらの規定による許可、認可その他の処分をし

てはならない。 

２ 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定める

ものによる届出をしなければならない場合を除くほか、旅客施設の建設又は前条第一項

の主務省令で定める大規模な改良を行おうとするときは、あらかじめ、主務省令で定め

るところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項を変

更しようとするときも、同様とする。 

３ 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等（第一項の規定により審査を行うものを除

く。）若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅

客施設について前条第一項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等若し

くは当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法について同条第二項の規定に違反

している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を是正するた

めに必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（令二法二八・一部改正） 

（公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項） 

第九条の二 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため、次に掲げ

る事項並びに移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき

目標及び当該目標を達成するために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公共交通事

業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 

一 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置 

二 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し第八条第二項及び第三項の

主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置 

三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降につい

ての介助、旅客施設における誘導その他の支援 

四 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供 
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五 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練 

六 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適

正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動 

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、移動等円滑化の進展の状況、旅客施設

及び車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、

これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 

（平三〇法三二・追加、令二法二八・一部改正） 

（指導及び助言） 

第九条の三 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため必要がある

と認めるときは、公共交通事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべ

き事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をするこ

とができる。 

（平三〇法三二・追加） 

（計画の作成） 

第九条の四 公共交通事業者等（旅客が相当数であることその他の主務省令で定める要件

に該当する者に限る。次条から第九条の七までにおいて同じ。）は、毎年度、主務省令

で定めるところにより、第九条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項におい

て定められた同項の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しな

ければならない。 

（平三〇法三二・追加） 

（定期の報告） 

第九条の五 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、前条の計画

に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければな

らない。 

（平三〇法三二・追加） 

（公表） 

第九条の六 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第九条の四

の計画の内容、当該計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める移動等円滑
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化に関する情報を公表しなければならない。 

（平三〇法三二・追加） 

（勧告等） 

第九条の七 主務大臣は、公共交通事業者等の事業の用に供する旅客施設及び車両等の移

動等円滑化の状況が第九条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして

著しく不十分であると認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該旅客施設及び

車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示し

て、当該旅客施設及び車両等に係る移動等円滑化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告

をすることができる。 

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた公共交通事業者等がその勧告に従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる。 

（平三〇法三二・追加） 

（道路管理者の基準適合義務等） 

第十条 道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、

当該特定道路（以下この条において「新設特定道路」という。）又は当該旅客特定車両

停留施設（第三項において「新設旅客特定車両停留施設」という。）を、移動等円滑化

のために必要な道路の構造に関する条例（国道（道路法第三条第二号の一般国道をいう。

以下同じ。）にあっては、主務省令）で定める基準（以下この条において「道路移動等

円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

３ 道路管理者は、その管理する新設特定道路及び新設旅客特定車両停留施設（以下この

条において「新設特定道路等」という。）を道路移動等円滑化基準に適合するように維

持するとともに、当該新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移

動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければならない。 

４ 道路管理者は、その管理する道路（新設特定道路等を除く。）について、道路移動等

円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該道路のう

ち旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要

なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。 
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５ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する旅客特定車両停留施設におけ

る誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。 

６ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する新設特定道路についてこれら

の者が当該新設特定道路を円滑に利用するために必要となる情報を、その管理する旅客

特定車両停留施設についてこれらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要と

なる情報を、それぞれ適切に提供するよう努めなければならない。 

７ 道路管理者は、その職員に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における移動等

円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。 

８ 道路管理者は、その管理する新設特定道路等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当

該新設特定道路等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる

適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。 

９ 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施設に係る高齢者、障害者等である旅

客の乗継ぎを円滑に行うため、公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前

各項（第二項を除く。）の措置を講ずるよう努めなければならない。 

１０ 公共交通事業者等又は道路管理者が他の道路管理者に対し第八条第八項又は前項の

措置に関する協議を求めたときは、当該他の道路管理者は、当該措置により旅客特定車

両停留施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由が

ある場合を除き、これに応じなければならない。 

１１ 新設特定道路等についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の

適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準

及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一

号）第二条第二号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定

める基準」と、同法第三十三条第一項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とす

る。 

（平二三法一〇五・平三〇法三二・令二法二八・一部改正） 

（路外駐車場管理者等の基準適合義務等） 

第十一条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定路外駐車

場（以下この条において「新設特定路外駐車場」という。）を、移動等円滑化のために
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必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準（以下「路外駐車

場移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化

基準に適合するように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみに

よっては、高齢者、障害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十

分に達成することができないと認める場合においては、路外駐車場移動等円滑化基準に

条例で必要な事項を付加することができる。 

４ 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場（新設特定路外駐車場を除く。）

を路外駐車場移動等円滑化基準（前項の条例で付加した事項を含む。第五十三条第二項

において同じ。）に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場について、高齢者、障害者

等に対し、これらの者が当該新設特定路外駐車場を円滑に利用するために必要となる情

報を適切に提供するよう努めなければならない。 

６ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場の利用者に対し、高齢者、

障害者等が当該新設特定路外駐車場における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用する

ために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければ

ならない。 

（平三〇法三二・令二法二八・一部改正） 

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等） 

第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務

省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の

長。以下「知事等」という。）に届け出なければならない。ただし、駐車場法第十二条

の規定による届出をしなければならない場合にあっては、同条の規定により知事等に提

出すべき届出書に主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。 

３ 知事等は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるとき

は、路外駐車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきこと
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を命ずることができる。 

（平二三法一〇五・一部改正） 
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移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 

（平成十八年十二月十五日） 

（国土交通省令第百十二号） 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）

第十一条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び

設備に関する基準を定める省令を次のように定める。 

 

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める

省令 

（趣旨） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十一条第一項の規定に

基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐

車場法（昭和三十二年法律第百六号）、駐車場法施行令（昭和三十二年政令第三百四十

号）及び駐車場法施行規則（平成十二年／運輸省／建設省／令第十二号）に定めるもの

のほか、この省令の定めるところによる。 

（路外駐車場車椅子使用者用駐車施設） 

第二条 特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数

以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設（車椅子を使用している者が円滑に利用する

ことができる駐車施設をいう。以下同じ。）を設けなければならない。ただし、専ら道

路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第三条に規定する普通自動車（以下「普通自動

車」という。）以外の自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。 

一 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設（普通自動車の駐車のためのものに限り、貨

物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。

以下この号及び次号において同じ。）の数が二百以下の場合 当該駐車施設の数に百

分の二を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

数） 

二 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数
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に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上

げた数）に二を加えた数 

２ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 

二 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐

車施設の表示をすること。 

三 次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

（令六国交令八六・一部改正） 

（路外駐車場移動等円滑化経路） 

第三条 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経

路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下「路外駐車場移動

等円滑化経路」という。）にしなければならない。 

２ 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設す

る場合は、この限りでない。 

二 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以

上とすること。 

三 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

四 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に代わり、又はこれに併設

するものに限る。）は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するもの

にあっては九十センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下の

ものにあっては、八分の一を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾配が二十分の一を超えるものに限

る。）にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメー
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トル以上の踊場を設けること。 

ニ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が

二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

（令六国交令八六・一部改正） 

（特殊の装置） 

第四条 前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、

国土交通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると

認める場合においては、適用しない。 

附 則 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日（平成

十八年十二月二十日）から施行する。 

附 則 （令和六年九月三〇日国土交通省令第八六号） 抄 

（施行期日） 

１ この省令は、令和七年六月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令による改正後の移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備

に関する基準を定める省令第二条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に着手する

工事（用途の変更をして特定路外駐車場にすることを含む。以下この項において同じ。）

及び当該工事をした特定路外駐車場の維持について適用し、この省令の施行の日前に着

手した工事及び当該工事をした特定路外駐車場の維持については、なお従前の例による。 
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(抜粋) 
（平成１８年国土交通省令第１１０号）

 （特定路外駐車場の設置等の届出）

第七条 法第十二条第一項本文の規定による届出は、第一号様式により作成した届出書に

次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える

図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。

一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図

二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図

イ 特定路外駐車場の区域

ロ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設（移動等円滑化のために必要な特定路外駐車

場の構造及び設備に関する基準を定める省令（国土交通省令第百十二号）第二条第一項に

規定する路外駐車場車いす使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。）、路外駐車場移

動等円滑化経路（同令第三条第一項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項

において同じ。）その他の主要な施設

２ 法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める書面は、第二号様式により作成した届

出書及び路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要

な施設を表示した縮尺二百分の一以上の平面図とする。ただし、変更の届出書に添える図

面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。

２０
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